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令和６年第２回高山市議会臨時会 提出議案について

・報告案件 ３件
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問 合 先

担当課 総務部 総務課

課長 下野 泰功

係名 法制・選挙係

担当係長 森本 明義

連絡先 電話（直通 0577-35-3133）

（内線 2453）
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令和６年第２回高山市議会臨時会 提出議案の概要

報第３号 損害賠償の額の決定の専決処分について （Ｐ１）

① 令和６年１月２５日、高山市城山９９番地 市営城山墓地内で発生した積雪により倒れた

樹木による墓石の破損事故に関し、損害賠償金を支払うことについて専決処分したので報告

する。

専決年月日 令和６年３月２９日

損害賠償額 ７１５，１１０円

② 令和６年２月２７日、高山市名田町２丁目１０８番地先 市道名田花里１号線で発生した

側溝のグレーチングが跳ね上がったことによる走行中の車両破損事故に関し、損害賠償金を

支払うことについて専決処分したので報告する。

専決年月日 令和６年４月２３日

損害賠償額 ３７９，４１９円

報第４号 令和５年度高山市一般会計補正予算（第１３号）の専決処分について （Ｐ２）

寄附金（令和６年２・３月分）の積立ての補正予算の専決処分について報告するもの

専決年月日 令和６年３月３１日

補 正 額 １２，８８５千円（補正後 58,761,727 千円 当初予算に対し 12.6%増）

内 容 寄附（夢・まちづくり基金等）による積立金

報第５号 令和６年度高山市一般会計補正予算（第１号）の専決処分について （Ｐ７）

物価高騰対策の実施に係る補正予算の専決処分について報告するもの

専決年月日 令和６年４月１９日

補 正 額 ９７１，５００千円（補正後 62,671,500 千円 当初予算に対し 1.6%増）

内 容 物価高騰対策関係 ９７１，５００千円

物価高騰対応重点支援給付金の給付 １３２，８００千円

定額減税調整給付金の給付 ８３８，７００千円

別紙①

別紙②



- 3 -

議第５９号 高山市税条例の一部を改正する条例の専決処分について （Ｐ１４）

地方税法等の改正に伴い行った専決処分について報告し、承認を求めるもの

専決年月日 令和６年３月３０日

①個人市民税関係

・個人市民税の特別税額控除（個人住民税所得割額から１万円を控除）の実施

（納税者の合計所得金額が 1,805 万円以下の場合に限る。）

②固定資産税関係

・再生可能エネルギー発電設備に係る固定資産税（償却資産）の課税標準の特例措置

（一定のバイオマス発電設備について課税標準を７分の６とする。（わがまち特例））

・固定資産税（土地）の負担調整措置等の継続

③減免事由に該当することが明らかな場合の職権による減免

・市民税、固定資産税、特別土地保有税について、市長が認める場合は、減免を可能とす

るもの（大規模災害を想定）

施行期日 令和６年４月１日

議第６０号 令和６年度高山市一般会計補正予算（第２号）の専決処分について（Ｐ４９）

丹生川地域における巡回診療の実施に係る補正予算の専決処分について報告し、承認を求める

もの

専決年月日 令和６年４月２３日

補 正 額 １０，９００千円（補正後 62,682,400 千円 当初予算に対し 1.6%増）

内 容 丹生川地域における巡回診療の実施に係る繰出金

議第６１号 令和６年度高山市国民健康保険事業特別会計補正予算（第１号）の専決処分

について （Ｐ５３）

直診勘定

丹生川地域における巡回診療の実施に係る補正予算の専決処分について報告し、承認を求める

もの

専決年月日 令和６年４月２３日

補 正 額 ２７，６００千円（補正後 1,239,500 千円 当初予算に対し 2.3%増）

内 容 丹生川地域における巡回診療の実施

議第６２号 高山市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する

法律に基づく個人番号の利用に関する条例の一部を改正する条例について

（Ｐ６２）

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の改正に伴い条文

整備を行うもの

施行期日 公布の日

別紙③
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議第６３号 高山市布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水道技術管理者の資格

基準に関する条例の一部を改正する条例について （Ｐ６５）

水道法施行規則の改正に伴い条文整備を行うもの

施行期日 公布の日

議第６４号 財産（除雪ドーザ）の取得について （Ｐ６７）

除雪ドーザ１台を取得するもの

議第６５号 財産（消防団小型動力ポンプ付積載車）の取得について （Ｐ６８）

消防団小型動力ポンプ付積載車４台を取得するもの

議第６６号 財産（消防ポンプ自動車）の取得について （Ｐ７０）

消防ポンプ自動車１台を取得するもの



令和 6年 4月 26 日

令和６年度物価高騰対応重点支援給付金について

１ 対象者

令和６年６月３日に市の住民基本台帳に登録されている方のうち、次の条件を満

たす世帯（令和５年度に住民税非課税世帯および住民税均等割のみ課税世帯を対象

とした給付金を受給した世帯を除く）

（１）住民税非課税世帯

世帯全員の令和６年度住民税が非課税である世帯

（２）住民税均等割のみ課税世帯

世帯全員の令和６年度住民税が「均等割のみ課税」または「均等割のみ課税

及び非課税」で構成されている世帯

（３）こども加算

令和６年度の新たな住民税非課税世帯及び均等割のみ課税世帯のうち、１８

歳以下の児童（１８歳に達する日以降最初の３月３１日までの児童）を扶養

している世帯

※ただし、（１）（２）共に課税者の被扶養者のみで構成される世帯、令和６年１

月２日以降に海外から転入した方を含む世帯、租税条約の適用を受ける方を含

む世帯は対象外

２ 支給額

（１）、（２）…１世帯につき１０万円

（３） …対象の児童１人あたり５万円

３ 支給時期

・対象者のうち申請手続き不要の世帯は、７月上旬に案内し、７月下旬支給予定

・対象者のうち申請手続き必要の世帯は、７月上旬より申請受付開始予定

４ 補正予算額

１３２，８００千円（国補助１０／１０）

問 合 先

担当課 市民福祉部 福祉課

課長 松下 孝治

係名 援護係

係長 井戸端 清行

連絡先
電話（直通 0577-35-3139）

（内線 2955）

物価高騰の影響により、生活への負担が特に大きい低所得世帯を支援するため、令和

６年度分の住民税が新たに非課税となった世帯または新たに均等割のみ課税となった

世帯に対し給付金を支給します。
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令和 6年 4月 26 日

令和６年度定額減税調整給付金について

１ 対象者

令和６年度住民税が高山市から課税されている方のうち、次のいずれかを満たす方

（１）所得税の定額減税可能額が、令和６年分推計所得税額を上回る方

所得税の定額減税可能額 ３万円×（納税義務者本人＋扶養人数）

（２）住民税の定額減税可能額が、令和６年度分個人住民税所得割額を上回る方

住民税の定額減税可能額 １万円×（納税義務者本人＋扶養人数）

※ただし、納税義務者本人の合計所得金額が１，８０５万円を超える方は対象外

２ 支給額

以下の①、②の合計

①所得税分控除不足額 ＝ ３万円×（本人＋扶養人数） － 推計所得税額

②住民税分控除不足額 ＝ １万円×（本人＋扶養人数） － 個人住民税額

※支給額は１万円単位で切り上げ

３ 支給時期

・対象者のうち申請手続き不要の世帯は、７月上旬に案内し、７月下旬支給予定

・対象者のうち申請手続き必要の世帯は、７月上旬より申請受付開始予定

４ 補正予算額

８３８，７００千円（国補助１０／１０）

問 合 先

担当課 市民福祉部 福祉課

課長 松下 孝治

係名 援護係

係長 井戸端 清行

連絡先
電話（直通 0577-35-3139）

（内線 2955）

物価高騰の影響による家計負担を緩和するため、所得税と個人住民税を対象として定

額減税が行われますが、定額減税しきれないと見込まれる方に対し、減税しきれない差

額分を調整のうえ給付します。

別紙②



令和 6年 4月 26 日

丹生川地域における巡回診療の実施について

１ 概要

丹生川診療所が４月末日で閉院することに伴い、丹生川地域における医療体制を

確保するため、国民健康保険診療所による巡回診療（※）を実施します。

また、丹生川診療所の運営法人は後継医を探しており、市は支援しながら、当面

この体制を維持していくこととします。なお、後継医が見つからない場合は、無医

地区を発生させないことを基本に、当該地域の安定した医療の確保に向け必要な対

応を検討します。

※巡回診療とは、医師や看護師が地域の公共施設等を巡回し一時的な診療所を開

設する仕組み

２ 今後の予定

令和６年５月中旬～ 巡回診療を実施（週３日程度）

３ 補正予算額

２７，６００千円

問 合 先

担当課 医療保健部 医療政策課

課長 黒谷 渉

係名 診療所管理係

係長 金子 久徳

連絡先
電話（直通 0577-35-3177）

（内線 2802）

丹生川地域における医療体制を確保するため、国民健康保険診療所の巡回診療を実

施します。

別紙③


